
　
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
と

は
、
一
年
間
の
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
料
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た

方
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
制
度
で
す
。
平
成
22
年
８
月
１
日
か
ら

平
成
23
年
７
月
31
日
の
間
に
医
療
費
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
両
方
の
自
己
負
担

が
あ
り
、
そ
の
自
己
負
担
額
を
合
計
し

て
、
表
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

  　
申
請
手
続
き

○
　
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
者

　
支
給
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
申
請
手
続

き
の
ご
案
内
を
発
送
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
平
成
22
年
８
月
１
日
か
ら
平
成

23
年
７
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
他
市
町
村

か
ら
転
入
さ
れ
た
方
が
い
る
場
合
、
加
入

者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
な
ど
に
は
、
申

請
手
続
き
の
ご
案
内
を
発
送
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
支
給
対
象
者
に
な
る
と

思
わ
れ
る
方
は
、
市
役
所
市
民
生
活
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
　
他
の
健
康
保
険
制
度
（
協
会
け
ん
ぽ
な

ど
）
加
入
者

　
ご
加
入
先
の
医
療
保
険
に
申
請
す
る
た

め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己
負
担
額

証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
市
役
所

高
齢
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

お
問
い
合
わ
せ
・
相
談

・
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　
市
役
所
市
民
生
活
課
　
国
保
係
・
年
金
係

　
　
☎
63
―
５
１
１
２

・
他
の
健
康
保
険
制
度
加
入
者

　
市
役
所
高
齢
福
祉
課
　
介
護
保
険
係

　
　
☎
63
―
３
７
９
０

貴
金
属
な
ど
の
訪
問
買
取
サ
ー
ビ
ス
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
消
費
者
か
ら
、
「
不
意
に
来
訪
し
た
業

者
か
ら
貴
金
属
な
ど
の
買
い
取
り
を
勧
誘

さ
れ
、
冷
静
に
判
断
で
き
な
い
ま
ま
契
約

し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
相
談
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
不
審
な
こ
と
は
、
契
約
を
す
る
前
に
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ア
ド
バ
イ
ス

・
買
い
取
っ
て
も
ら
う
つ
も
り
が
な
い
な

ら
、
毅
然
と
断
り
ま
し
ょ
う
。
訪
問
し
た

業
者
に
退
去
す
る
よ
う
に
言
っ
て
も
自
宅

に
居
座
っ
た
り
、
物
品
を
何
か
出
せ
と
強

く
迫
る
な
ど
、
怖
い
思
い
を
し
た
と
き
は

警
察
を
呼
び
ま
し
ょ
う
。 

・
相
手
が
ど
の
よ
う
な
業
者
な
の
か
確
認

し
、
住
所
や
電
話
番
号
を
確
認
す
る
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
古
物
商
許
可
証
等
の

提
示
を
求
め
、
内
容
を
確
認
し
書
き
留
め

て
く
だ
さ
い
。
消
費
者
か
ら
の
こ
う
し
た

要
請
に
き
ち
ん
と
対
応
し
な
い
業
者
と

は
、
契
約
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

・
買
い
取
り
条
件
な
ど
が
明
記
さ
れ
た
書
面

を
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
１
グ
ラ
ム
あ
た
り

い
く
ら
で
引
き
取
る
か
な
ど
の
買
い
取
り

価
格
の
計
算
根
拠
や
、
買
い
取
り
条
件
を

確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
書

面
に
し
て
も
ら
い
、
控
え
を
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

佐
渡
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
佐
和
田
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
57
―
８
１
４
３

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
）

　
　
　

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
ご
案
内

限
度
額
を
超
え
た
分
を
支
給

「
あ
や
し
い
」
と
思
っ
た
ら
、
契
約
前
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
　

しつこく要求され、
怖くて断れなかった

認知症の高齢者の
自宅で、業者が
貴金属を探していた

見せた貴金属をあっと
いう間に買い取られ、
業者の名前も連絡先も
わからない

自己負担限度額

※同一世帯であっても、同じ医療保険に加入していない方の

　自己負担額を合算することはできません。

現役並み所得者
（上位所得者）

一　般

住民税
非課税世帯

後期高齢者医療
制度加入者

区分Ⅱ

区分Ⅰ

69歳以下 70～74歳

67万円

56万円

31万円

19万円

126万円

67万円

34万円

67万円

56万円

31万円

19万円

生活情報　
　　さ ど

生活情報　
　　さ ど

生活情報　
　　さ ど
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